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しべちゃ町農業女性カレッジ
「しべちゃ町農業女性カレッジ」では、平成29年４月から講習会、視察を開催、その後には

昼食を食べながらの情報交換会（サロン）も行っています。平成29年は女性農業者が延べ240名、
平成30年４月開催では56名が参加しました。標茶町外から参加している農業者もいます。女性に
よる女性のための勉強会を合い言葉に運営から講師まで女性主体で行っています。

託児付き
安心して研修
できます。
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植生改善から繁殖改善へ重点活動の紹介（本所）

2月5日、弟子屈町の上仁多地区酪農振興

会（会長狩野秀喜）で懇談会を開催しました。

普及センターより、これまで活動してきた植

生改善をテーマに、草地がどのように改善さ

れてきたか、積極的に取り組んだ農場の経営

の変化について報告しました。

複雑な草地の植生を数値化して計画的な草

地更新を実施し、草地管理の上手な農場の施

肥管理や刈取り高さを積極的に取り入れまし

た。結果、植生が改善し、乳飼比の低下や所

得向上に繋がることが明らかとなりました。

懇談会の様子

参加した農家から、「酪農情勢が良い今だ

から草地に投資しよう」「草地改良を続ける

こと＝酪農を続けること」など、前向きな意

見も出され、活動成果を上仁多の皆さんや関

係機関と共有できました。

本年より「繁殖改善」に軸足を移し、分娩

間隔の短縮に取り組む予定です。植生改善と

同様、「現状把握」と「繁殖の達人の技術継

承」で改善に向けた取組を実施していきます。

繁殖改善に向けた牛群モニター実施中

関係機関と地区別学習会を実施地域の話題（東部支所）

浜中町内の農業関係の職員で組織される浜

中町農業技術員連絡協議会（浜中技連）によ

る学習会が、3月5日から町内9か所で開催

されました。この学習会は、毎年3月に開催

する浜中技連の恒例事業で、今年は延べ78

人の農業者が参加しました。

学習会では、JAから「妊娠関連糖タンパ

ク質（PAG）検査の活用」、NOSAIから「マ

イコプラズマ性乳房炎の対策」、普及センター

浜中は30歳代の事故が多いので気を付けて

から「浜中町における農作業事故の傾向と対

策」の3つをテーマに情報提供が行われまし

た。農作業事故について、参加者からは「実

習生は牛に慣れていないから気を掛けよう」、

「みんなも気をつけような」など活発で有意

義な意見交換が行われました。

また、普及センターが3月に発行した技術

資料「釧路管内におけるペレニアルライグラ

ス追播の注意点」の内容も報告しました。「詳

しく資料を見たい」との声もあり、ペレニア

ルライグラスへの関心の高さが伺えました。

ペレニアルライグラスの追播は5月上旬にしましょう
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エゾシカ食害調査枠設置で被害を見える化
鶴居村 Ａ農場

近年、草地におけるエゾシカの食害は深刻ですが、実態

については明らかになっていませんでした。

そこで昨年、鶴居村において２カ所に調査枠を設置し食

害調査を実施しました。今回はＡ農場の事例を紹介します

ので参考にして下さい。

１，金網を利用した調査枠を設置

調査枠は、２ｍ×２ｍサイズの金網で設置しました。資

材はコンクリート工事用の「溶接金網」（ワイヤーメッシュ）

を用いました。溶接金網は、サイズが１ｍ×２ｍを6枚使

用します。１枚500円前後で入手可能です。設置には10

ｃｍ程度の結束バンドで固定します。また夜間の食害状況

を確認するためセンサーカメラを設置し行動を調べまし

た。

２，収量調査結果より（H29年）

昨年度、Ａ農場で行った収量調査結果は、1番草時に、

食害率40％、食害量1,300kg/10a、2番草では食害率

20％、食害量300kg/10a、合計1,600kg/10aでした

（図１、２）。

Ａ農場では、食害の実態を数字で初めて知り、食害の大

きさに驚いていました。「柵の設置は直ぐには出来ないけ

ど長期的に対策を考えたい。」とのことでした。

３，対策の検討を実施してみては？

食害量を把握した後には、大まかに被害金額

に換算しどれくらいの額かを確認します。

（国研）農研機構開発の「電気柵導入意思決

定支援シート」（図３）を活用すれば、電気柵を

設置するのにどれくらいの年数で、設置した費

用を回収可能か、シミュレーションできます。

インターネットでダウンロードも可能です。詳

しくは普及センターまで問い合わせください。

参考となる事例紹介

調査枠の設置

夜間出没の様子

入力目安

①草地面積（ha) 3 地域 北海道

②草地の総外周（ｍ） 800 m 地帯 道東

③牧草生産量（ｔ/ha/年） 0.76 ※乾物 t/ha/年 電気柵タイプ 簡易電気柵

④牧草被害率（％） 40 ％

⑤牧草購入単価（円/kg） 50 ※乾物 地帯の選択には右の区分図をご確認ください

⑥電気柵単価（円/ｍ） 200 円/m 地域

⑦電気柵耐用年 10 年 北海道＿地域

空欄に数値を入力してください ]

電気柵以外の資材を利用する場合、当該資材の
単価と耐用年を⑥と⑦に入力すれば対応可能です

診断結果

導入すべき

電気柵導入費（円）

初期経費回収可能年数

判　定

推定被害額（円／年）

2.9

B／C（（推定被害額☓電気柵
耐用年）/電気柵導入費）

牧草被害率に基づく電気柵導入決定支援シート

3.5 年

160,000

45,600

入力項目 その他の情報（入力目安表示用）

②、③、⑥が不明の場合は「入力目安」の値を
入力してください

入力項目が
空欄時に表
示されます

④は草高を「計算シート」に入力して算出でき
ます

↑

表示を希望する地域を選んでください

図３ 電気柵導入意思決定支援シート

図２ ２番草時調査結果図１ １番草時調査結果
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平成30年4月1日現在

▶本所地域係 ▶東部支所地域係

後列左より：椿、菊池、植月、金子、高倉 後列左より：森、小野、後藤

前列左より：濱本、吉川、五十嵐、田川 前列左より：小川(小)、北、田中

▶中西部支所地域係 ▶本所広域担当

後列左より：喜多村、加藤、川村、高橋、成田 後列左より：山田、田川、樋口、大畑

前列左より：丹羽、沖田、志鎌、植村、山崎 前列左より：小川(邦)、鈴木、市川

牧草の収穫作業が始まりました。農作業事故に注意して作業を行いましょう！

鈴 木

所 長

（※印は、農業革新支援専門員)

東部

支所

北

支所長

浜中町

厚岸町

小 川(小) 地域係長

田 中 専門主任

森 専門普及指導員

小 野 普及指導員

後 藤 普及職員

中西

部

支所

志 鎌

支所長

釧路市

白糠町

鶴居村

沖 田 地域係長

植 村 主査(地域支援)

山 崎 専門主任

丹 羽 専門主任

川 村 普及指導員

加 藤 専門普及職員

成 田 普及職員

高 橋 普及職員

喜多村 普及職員

本
所

五十嵐

次 長

標茶町

弟子屈町

釧路町

吉 川 地域係長

濱 本 主査(地域支援)

田 川 主査(畑作)

高 倉 専門主任

植 月 専門普及指導員

金 子 普及指導員

椿 普及職員

菊 池 普及職員

広
域

小 川（邦）※

主任普及指導員

担い手 山 田 主査

情報・ｸﾘｰﾝ・有機 大 畑 主査

市 川 ※

主任普及指導員

高付加価値化 樋 口 主査

広域専門（畑作） 田 川 主査


